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東 北 農 政 局

平成１７年度食品安全ＧＡＰアンケート調査結果について

東北農政局では、農産物の生産段階における安全確保のための新しい取組である食

品安全ＧＡＰについて、平成１７年度の東北地域食料自給率向上に向けた行動計画に

おいて産地におけるＧＡＰの認知度６０％を目標とし、東北ブロックにおける推進会

議及び研修会等を行いながら食品安全ＧＡＰの取組を推進しています。

この度、食品安全ＧＡＰに関してのアンケート調査を実施しましたので、その結果

をお知らせします。

今回の調査における食品安全ＧＡＰの認知状況（「知っている」または「聞いたこ

とがある」）は、調査対象者全体で６１％（農業協同組合担当者で７８％、生産部会

担当者で５３％）でした。

食品安全ＧＡＰ（Good Agricultural Practice 適正農業規範）とは、「農作業ごとに、安全

な農産物を生産するための管理のポイントを整理し、まとめたもの」のことです。

食品安全ＧＡＰを導入して農業生産を行うことにより、農産物の安全性確保をより一層確

実に行うことができます。
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Ｑ１０ ＧＡＰ指導者は誰がなるべきか

Ｑ１１：ＧＡＰの取り組みを進めるために必要な支援は何ですか。（複数回答可）

農業協同組合担当者では「財政支援」、「技術の指導・助言」、「研修会・説明会の開催」で２０

％以上の回答であった。生産部会担当者では「技術の指導・助言」、「研修会・説明会の開催」で

２０％以上の回答であった。

Ｑ１１ ＧＡＰの取り組みに必要な支援
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